
新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症にかかったかも
しれないと思われた方からの相談を受け付ける

「帰国者・接触者相談センター」「帰国者・接触者相談センター」を県内の
９保健所に設置し２４時間電話相談を受付中

以下の流れ図で、「帰国者・接触者相談センターへ電話☎」となった方は、
２４時間２４時間いつでも（（土土日祝日日祝日も可）も可）相談センターに電話してください
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浜松市保健所

静岡市保健所

西部保健所

中部保健所

富士保健所

御殿場保健所

東部保健所

熱海保健所

賀茂保健所

保健所お住いの市町 平日8：30～17：15
それ以外の時間
（土日祝も含む）

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 ☎ 0558-24-2052

☎ 090-3309-6707

熱海市、伊東市 ☎ 0557-82-9125

沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町 ☎ 090-7038-4727

御殿場市、小山町 ☎ 0550-82-1224

富士市、富士宮市 ☎ 0545-65-2156

島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 ☎ 054-625-7084

磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、湖西市、森町 ☎ 0538-37-2255

静岡市 ☎ 054-249-2221

浜松市 ☎ 053-453-6118

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続く
または （解熱剤を飲んで下げている人を含む）

・強いだるさや息苦しさがある
※ 高齢者、持病のある方、妊婦は２日程度続く場合

なし

あり

④

４日 ２日

※流行が確認されている地域
（令和2年3月10日現在）

ティチーノ州、バーゼル＝シュタット準州スイス連邦

ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州スペイン王国

全域サンマリノ共和国

全域アイスランド共和国

ヴェネト州、エミリア＝ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州、ロンバルディア州、ヴァッレ・ダオス
タ州、トレンティーノ＝アルト・アディジェ州、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州

イタリア共和国

ギーラーン州、コム州、テヘラン州、アルボルズ州、イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、
セムナーン州、マーザンダラン州、マルキャズィ州、ロレスタン州イラン

中国 湖北省、浙江省

韓国 大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡


